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　あ行

○アクセス
ある場所に入る手段。交通手段。

○アメニティ
一般には、心地よさ、快適さを指す。

生活する場所が、安全、健康的、便

利、快適な状況をいう。生活の質的豊

かさにとってかけがえのない価値を有

するもの。

○インナーリング道路
中心市街地における通過交通の排除な

ど、望ましい交通体系の確立を図るこ

とを目的とした都心の環状道路。

○インフラ
社会資本。人々の生活に不可欠で、公

共団体によって整備されるもの、基

盤。都市におけるインフラとしては、

道路やガス・電気、上下水道、公共交

通などがある。

○エコタウン
産業廃棄物の有効利用と循環型産業の

育成を支援する「あおもりエコタウン

プラン」の拠点地域として、産業廃棄

物を排出しないゼロエミッション型工

業団地の形成をめざす。

○ＮＰＯ
特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に

基づき、法人格を取得した特定非営利

活動法人（ＮＰＯ法人）を指して使用

される。

○エンターテイメント
八戸市都市計画マスタープランでは、

娯楽や遊び、余暇といった意味を表

す。

　　　用語解説

　か行

  ○環境・エネルギー産業創造特区
構造改革特別区域法に基づき、特定地

域を対象に規制緩和を先行的に実施で

きる制度。八戸市とむつ小川原開発地

域が「環境・エネルギー産業創造特

区」として平成１５年に国の認定を受

けた。電力供給の規制緩和などによ

り、環境・エネルギー分野での幅広い

技術の蓄積を図り、新たな産業の創出

を促進することにより、地域の経済活

性化、雇用創出、環境・エネルギーフ

ロンティアの形成を図ろうとするも

の。

○逆線引き区域
市街化区域から市街化調整区域に変更

された区域のこと。

○狭あい道路
住宅地の身近にある生活道路のうち、

幅員が狭く、また曲がりくねっている

ため、良好な住環境の確保や災害時の

避難、消防・救急活動を円滑に行うこ

とが困難な道路。

○協働
市民の皆さんや事業者、行政がそれぞ

れお互いの立場を認め合い、尊重し合

いながら、対等の立場で協力するこ

と。八戸市では、市民や事業者、行政

がそのように協力してまちの将来を考

え、まちづくりを行う協働のまちづく

りを推進する。

○グリーンツーリズム
都市住民が農山漁村で自然・文化・

人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活

動のこと。

　　本文中で ＊ を付けた用語について解説します。
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○コミュニティ
一般的には「地域社会」や「近隣社

会」、「地域共同体」などと訳されて

いるが、日常的に広く使われているた

め、その概念は多義にわたっている。

八戸都市計画マスタープランでは、次

のような意味で用いている。

①まち、住宅地、集落など地域性、共

同性という要件で構成されている地域

社会のこと。

②生活の場において、市民としての自

主性と責任を自覚した個人と家族を構

成主体として、地域性と各種の共通目

標を持った開放的でしかも構成員相互

に信頼感のある集団のこと。

③一定の広がりを持った地域的な組織

のこと。

○コミュニティバス
公共交通が空白または不便な住宅地区

で、停留所を近距離にするなど、高齢

者や障害者の利用に配慮するととも

に、地域住民の多様なニーズにきめ細

かに対応する地域密着型バスシステム

のこと。

　さ行

○サイン
案内板や看板、植物のネームプレート

などのこと。

○市街化区域
既に市街地を形成している区域と概ね

10年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図る区域であり、都市の発展動向な

どを勘案して市街化として積極的に整

備する区域。

○市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域であり、農林

漁業用の建築物などや一定の要件を備

えた開発行為以外は許可されない。

○市街地開発事業
地方公共団体などが、一定の地域につ

いて、総合的な計画に基づき、公共施

設・宅地・建築物の整備を一体的に行

い、面的な市街地の開発を図ることを

目的とした事業。土地区画整理事業、

市街地再開発事業などが含まれる。

○市街地再開発事業
家屋が密集している地区や既成市街地

を整備改善していく場合、敷地を共同

利用し、建築物の不燃化、共同化、高

層化を行うとともに、道路、広場など

のオープンスペースを確保し、土地の

高度利用による安全で快適な都市環境

を創造する事業。

土地区画整理事業が減歩・換地という

平面的な整備手法であるのに対し、市

街地再開発事業は権利者の従前の土

地、建物などに関する権利を再開発ビ

ルの床に関する権利に変換する立体的

整備手法であるところが特徴。

八戸市では、十三日町・十六日町地区

において県内初の市街地再開発事業が

完成している。

○事業者
八戸市都市計画マスタープランでは、

商店などの個人事業主や企業などを意

味する。

○市民
八戸市都市計画マスタープランでは、

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）や市民

活動団体などの非営利組織などを含

む。



－128－

○総合静脈物流拠点港
広域的な静脈物流（廃棄物やリサイク

ルに関わる物資の輸送）ネットワーク

の拠点となる港湾のこと。国から指定

を受け、支援を受けながら拠点づくり

をすすめる。

○ソフト
施設や道路などの有形のものに対し

て、仕組みや制度、知識、情報やサー

ビスなどの無形のもののこと。

　た行

○第４次八戸市総合計画
基本構想と基本計画からなる。

地方自治法により、市町村は地域にお

ける総合的かつ計画的な行政の運営を

図るため基本構想を定めなければなら

ない。国土利用計画や都市計画など

は、この基本構想に即して定めること

とされている。

○タウンモビリティ
電動スクーターや車イスなどを長距離

の歩行が困難な人に貸し出して、町の

中を自由に移動し買物や散策などを楽

しむことができるようにするシステム

のこと。

○地域地区
都市計画法に基づき都市計画区域内の

土地をその利用目的によって区分し、

建築物などについての必要な制限を課

すことにより、土地の合理的な利用を

図るもの。地域地区は、具体的には、

用途地域、特別用途地区、その他の地

域地区に大別される。

○住区基幹公園
歩いて来れる範囲の住民が利用する

ための公園で、その誘致圏・規模な

どによって地区公園（主として徒歩

圏内に居住する人の利用に供する公

園）、近隣公園（主として近隣に居

住する人の利用に供する公園）、街

区公園（主として街区内に居住する

人の利用に供する公園）に分けられ

る。

○人口フレーム
フレームとは、計画の基本的な目

標。人口フレームは、将来人口の設

定値のこと。

○スプロール化
市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食

い状の無秩序な市街地を形成するこ

と。

○セミトランジットモール
バスなどの公共交通機関と歩行者だ

けが通行可能な道路（トランジット

モール）に一般車両の通行を一部許

容した歩行者優先の道路のこと。

○セントラルパーク
八戸市都市計画マスタープランで

は、中心市街地を代表する公園を指

し、誰もが憩い、交流できる公園を

意味する。

○線引き
都市計画法により、都市計画区域を

市街化区域と市街化調整区域に区域

区分すること。

○専門特化型商業
特定の種類の商品の品揃えを充実し

たり、単に商品を売るだけでなく関

連情報や商品を利用したライフスタ

イルも発信、提案するような、他と

異なる特別のサービスを提供する専

門店。
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○都市基盤
都市活動を支える道路（交通基盤）、

公園、河川、上下水道などの公共施設

の総称。電気、ガス、電話、光ファイ

バーなどの供給処理施設、通信施設も

広義には都市基盤に含まれる。

○都市計画区域
都市計画の基本理念を達成するために

都市計画法その他の法令の規制を受け

るべき土地の範囲であり、一体の都市

として総合的に整備、開発及び保全す

る必要のある区域。

○都市計画区域の整備、開発及び保全の
　方針

整備、開発及び保全の方針は、都道府

県が策定する都市計画のマスタープラ

ンとして、「都市計画の目標」、「区

域区分の決定の方針」、「土地利用、

都市施設の整備及び市街地開発事業に

関する主要な都市計画の決定の方針」

などについて定めることとされてい

る。都市計画は、この方針に即したも

のでなければならない。

○都市計画道路
道路のうち将来の都市の発展を予想し

て都市計画法に基づき決定されるもの

で、八戸市では現在90路線が決定され

ている。

○都市計画の提案制度
土地所有者やＮＰＯなどは、区域の土

地所有者の2／3以上の同意などの一定

の条件を満たす場合、都市計画の決

定・変更の案を提案することができ

る。

○地域の課題
八戸市都市計画マスタープランの策定

段階において、市民まちづくり懇談会

やアンケート調査などで市民から寄せ

られた課題を整理したもの。

○地区計画
地区レベルでのまちづくりの要請にこ

たえ、住民の生活に結びついた地区を

単位として、道路・公園の配置や建物

の用途や高さ、容積率の制限などにつ

いて、地区の特性に応じてきめ細かく

定め、良好なまちづくりをすすめる計

画。

現在、八戸ハイテクパークや八戸新都

市、沼館地区で策定されている。

○中心市街地活性化基本計画
「中心市街地における市街地の整備改

善及び商業等の活性化の一体的推進に

関する法律」に基づき、都市基盤の整

備と商業の活性化を一体的に推進する

ことをめざした計画。

○ＴＭＯ
中心市街地における商業集積の一体的

かつ計画的なタウン・マネージメント

（まちの運営管理）を行うとともに、

様々な主体が参加するまちの運営を横

断的・総合的に調整しプロデュース

し、また、施設の建設主体となる組

織。

○都市機能
都市的な活動を支えるために必要な機

能の総称。主な都市機能として、居住

機能、商業機能、業務機能、工業機

能、レクリエーション機能などがあげ

られる。
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○バリアフリー
バリア（障壁・さまたげとなること）

を取り去る意味。障害者や高齢者が生

活する上で行動のさまたげとなる障壁

を取り去った生活空間や環境のあり方

をいう。物理的なものだけではなく、

精神的な「障壁」も含む。

ただし、本マスタープランでは、障害

の有無、能力、年齢、性別、体格にか

かわらずだれもが安全に、容易に、快

適に、そして公平に利用できる「ユニ

バーサルデザイン」の考え方にたち、

精神的バリアや情報バリアなどがない

状態を含め「バリアフリー」という言

葉を使用している。

○ＦＡＺ
フォーリン・アクセス・ゾーン

（Foreign Access Zone）の略で「輸入

促進地域」のこと。輸入、対日投資の

促進という国の政策のもとに、92年に

制定された「輸入の促進および対内投

資事業の円滑化に関する臨時措置法」

に基づき設定された。各地の空港や港

湾を中心とする地域に物流施設などを

整備し輸入関連業務を集積させて、大

都市圏に集中していた輸入貨物の窓口

を地方に拡大し輸入促進を図るととも

に、この地域への参入者に各種のイン

センティブ（優遇措置）を供し対内投

資を促進しようというもの。

○風致地区
都市計画法に定める地域地区の一つ。

都市の風致（自然界のおもむき、あじ

わい、風趣）を維持するために指定で

きる。

○都市施設
都市計画法に定められる都市計画の一

つで、都市活動を支える施設（交通施

設、公共空地、供給・処理施設、教育

文化施設、医療・社会福祉施設など）

のこと。都市施設の都市計画決定は、

必要のある場合は都市計画区域外にも

行うことができる。

○都市的土地利用
都市生活または都市活動を営む土地利

用のこと。

○土地区画整理事業
区域内の土地所有者が土地を提供（減

歩）し合って、道路・公園などの公共

施設用地にあて、残りの土地（宅地）

の区画を整え利用価値を高めて、健全

な市街地とする事業。

八戸市では、現在までに2 0地区約

1,714haが施行済みであり、現在は、八

戸駅周辺の八戸駅西土地区画整理事業

をはじめとする4地域約272haで事業を

すすめている。

○トランジットモール
モールの中でも完全な歩行者専用とせ

ず、路面電車やバスを通行させるもの

を言う。

　は行
アンド

○パーク＆ライド
自宅から自家用車で最寄り駅へ行き、

自家用車を駐車した上で公共交通によ

り目的地に向かうシステム。公共交通
アンド

としてバスを利用するものをパーク＆

バスライドと言う。
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○フリンジパーキング
都心の外周部（フリンジ）に配置する

駐車場のこと。その内側は 原則として

徒歩や公共交通で移動することにな

る。

○ポケットパーク
街なかでちょっとした憩い、休憩に利

用する小さな広場のこと。民間の土地

を出し合ったり、公有地または民間の

土地を借用してつくることを想定す

る。

○ホスピタリティ
「もてなし」や「歓待」の意味。

○ポテンシャル
潜在的にもつ力。可能性。

　ま行

○まちづくり
八戸市都市計画マスタープランに描い

た姿の実現に向けての取り組みを意味

する。
がっこう

○水辺の楽校
河川を､遊びや自然体験の場として､安

全でより自然豊かな空間とするため､

河川管理者などが地域の人々と十分に

連携を図り､河川が利・活用されるよ

うな体制､施設の整備を実施するも

の。八戸市では馬淵川の両岸で国土交

通省が実施している。

○ミニ開発
小規模な木造戸建て住宅群開発のこと

で、数戸から数十戸の開発が多い。

○ミニバス
小型バスを利用して、大型バスの運行

不能なエリアや利用者がさほど多くな

いエリアをサービスするバスシステム

のこと。通常のバスの運行範囲より狭

い範囲内で運行される場合が多い。

○モール
都心部や商業地などで歩行者空間を充

実させた街路。

　や行

○誘導規制手法
地区計画や風致地区などのような都市

計画に定めるルールと、建築協定や緑

地協定、まちづくり協定（自主協定）

などのような地区住民間などで私的契

約として柔らかく取り決めるルールが

ある。

○ユニバーサルデザイン
年齢、障害、国籍などに関わらず、す

べての人々が使用できるような商品、

建物、環境のデザイン。障害、高齢と

いった特別視をやめ、デザイン上の区

分けをなくしていこうとするもの。

○用途地域
都市計画区域において、住宅と商業施

設、工場といった、その施設の持つ性

格や機能上相互に悪影響を及ぼす施設

が同一の地域に存在することによる弊

害を取り除き、それぞれの用途にふさ

わしい建築物の用途を誘致し、無秩序

な混在による環境の悪化などを防止す

るゾーニング制度。

　ら行

○ライフスタイル
生活様式。新しい行動様式や習慣な

ど、文化とほぼ同じ意味で使われるこ

ともある。
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　　　策定の経緯

　平成13年度

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１３年１０月　４日 第1回
ワーキング会議

平成１３年１０月　５日 第1回
庁内連絡会議

平成１３年１０月１０日
～

平成１３年１０月２５日

平成１３年１０月１５日
～

平成１３年１０月２５日

平成１３年１０月１６日 八戸工業大学
ヒアリング

平成１３年１０月１７日
八戸工業高等
専門学校
ヒアリング

平成１３年１０月２５日 八戸高等学校
ヒアリング

平成１３年１０月３１日
八戸商業
高等学校
ヒアリング

平成１３年１１月　１日
八戸工業
高等学校
ヒアリング

平成１３年１１月２９日 第2回
ワーキング会議

平成１３年１１月３０日 第1回
策定委員会

平成１３年１２月２０日
～

平成１４年　１月３１日

商工会議所へ
アンケート調査

平成１４年　１月２１日
市民団体へ

アンケート調査
及びヒアリング

平成１４年　１月２２日
青年会議所への
アンケート調査
及びヒアリング

平成１４年　１月２９日 第3回
ワーキング会議

平成１４年　２月　８日 第2回
庁内連絡会議

市民アンケート調査

第1回市民まちづくり懇談会
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　平成14年度

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１４年　２月１９日 第2回
策定委員会

平成１４年　２月２２日 第１回報告

平成１４年　２月２５日 八戸市景観
検討委員会

平成１４年　３月１４日 第4回
ワーキング会議

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１４年　３月　中旬
～

平成１４年　４月２２日

平成１４年　４月３０日

平成１４年　５月１３日

平成１４年　５月２７日 八戸市景観
検討委員会

平成１４年　５月２９日

平成１４年　６月１２日

平成１４年　６月２０日 第2回報告

平成１４年　６月２５日 第3回
庁内連絡会議

平成１４年　７月　３日

平成１４年　７月１１日 第3回
策定委員会

平成１４年　７月２４日

第6回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

メンバー募集（市民）

第5回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）
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日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１４年　８月２６日 八戸市景観
検討委員会

平成１４年　８月２８日

～
平成１４年　８月３０日

平成１４年　９月　１日
～

平成１４年　９月３０日

平成１４年　９月　５日 八戸市景観
検討委員会

平成１４年　９月１３日

平成１４年　９月１７日
～

平成１４年　９月３０日

平成１４年　９月２４日

平成１４年１０月　９日

平成１４年１０月２３日

平成１４年１１月　８日 第4回
庁内連絡会議

平成１４年１１月１２日
～

平成１４年１１月２２日

平成１４年１１月１３日

平成１４年１１月２２日 第4回
策定委員会

平成１４年１１月２３日

平成１４年１１月２７日

平成１４年１１月２９日 第3回報告

平成１４年１２月１６日

平成１５年　１月１７日 第4回報告

第7回ワーキング会議

第8回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

全体構想案・地域別構想案の縦覧

未来の八戸図画コンクール募集

未来の八戸図画コンクール展示

未来の八戸図画コンクール受賞式

第2回市民まちづくり懇談会
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　平成15年度

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１５年　１月２２日

平成１５年　２月１３日

平成１５年　２月２１日 第5回
庁内連絡会議

平成１５年　２月２６日

平成１５年　２月２７日 八戸市景観
検討委員会

平成１５年　３月　６日 中間報告
（第1回）

平成１５年　３月１３日

平成１５年　３月２４日 第5回
策定委員会

平成１５年　３月２５日

第9回ワーキング会議

第10回ワーキング会議

第11回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１５年　４月２３日

平成１５年　５月１４日

平成１５年　５月２７日 八戸市景観
検討委員会

平成１５年　５月２８日

平成１５年　６月１０日

平成１５年　６月２３日 ワーキング会議
（グループ討議）

第12回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）



－136－

日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１５年　７月　９日

平成１５年　７月　９日

平成１５年　７月２２日 第6回
庁内連絡会議

平成１５年　７月２５日

平成１５年　７月２８日 中間報告
（第2回）

平成１５年　７月２９日 第6回
策定委員会

平成１５年　８月　２日
～

平成１５年　８月　３日

平成１５年　８月　８日
～

平成１５年　８月２１日

平成１５年　８月２０日 八戸市景観
検討委員会

平成１５年　８月２０日

平成１５年　９月　１日 八戸市景観
検討委員会

平成１５年　９月　３日

平成１５年　９月　７日

平成１５年　９月　７日
平成１５年　９月　８日

平成１５年　９月１６日

平成１５年　９月１８日 第5回報告

平成１５年１０月１５日

平成１５年１０月２９日

平成１５年１１月１２日

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議
（グループ討議）

ワーキング会議新メンバー
説明会

第13回ワーキング会議

八戸市都市計画マスタープラン（案）の縦覧

ワーキングメンバーによる
八戸市都市計画マスタープランＰＲイベント

公聴会

意見交換会
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日　　程 市議会 都市計画
審議会

策定委員会 庁内連絡会議 ワーキング会議 市民からの意見

平成１５年１１月１８日 第7回
庁内連絡会議

平成１５年１１月２０日 八戸市景観
検討委員会

平成１５年１１月２５日

平成１５年１１月２７日 第7回
策定委員会

平成１５年１１月２８日 第6回報告

平成１５年１２月１６日

平成１６年　１月１９日 第8回
庁内連絡会議

平成１６年　１月２１日

平成１６年　２月　５日 第8回
策定委員会

平成１６年　２月１２日 最終報告

平成１６年　３月１０日

平成１６年　３月　　　 最終報告

第15回ワーキング会議

第16回ワーキング会議

ワーキング会議
（グループ討議）

第14回ワーキング会議
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　　　委員名簿

　策定委員会

（順不同　敬称略）
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　庁内連絡会議
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　ワーキング会議




